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３ １ 目的 改訂
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３ １２
評議員

に対する
報酬等

修正

１

1 1 名称 追加

４
１

事業
改訂

２

４ １８ ２ 決議 削除

この法人は、都市的機能向上と地域社会づくりについて、科学的  

調査研究、理論的解明及び基礎的な技術開発を行うことにより、 

社会の安心・安全に寄与することを目的とする。 

この法人は、大阪地域における、新しい時代にふさわしい環境及び 

安全を視野に入れた都市的機能向上と地域社会づくりの条件整備 

について、科学的調査研究、理論的解明及び基礎的な技術開発を 

行い、地域における諸計画づくりに諸種の提言を行うことなどに 

よって、地域の発展と社会の向上に寄与することを目的とする。 

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１．環境、安全、インフラの長寿命化に配慮した都市問題についての 

  理論的・実証的調査、研究、解析、開発及び計画並びにその応用 

  に関する事業 

２．都市問題に関する情報の収集、データ・ベース化及び提供に関する 

  事業 

３．都市問題に係る国際協力に関する事業 

４．都市問題に係る関係行政機関等に対する提言及び協力に関する 

  事業 

５．都市問題に関する研究会、講演会、講習会等の開催による調査 

  研究成果の公開及び研修に関する事業 

６．前条の目的に関連して行う国・公共団体・企業等からの調査研究の 

  受託事業 

７．前条の目的に関連して行う地方自治体等若手技術者育成プロジェクト 

  支援に関する事業 

８．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１．大阪地域における環境、安全に配慮した都市問題（以下「新都市 

  問題」という。）についての理論的・実証的調査、研究、解析、開発 

  及び計画並びにその応用に関する事業 

２．新都市問題に関する情報の収集、データ・ベース化及び提供に 

  関する事業 

３．新都市問題に係る国際協力に関する事業 

４．新都市問題に係る関係行政機関等に対する提言及び協力に関する 

  事業 

５．研究会、講演会、講習会等の開催による調査研究成果の公開及び 

  研修に関する事業 

６．前条の目的に関連して行う公共団体・企業等からの調査研究の受託 

  事業 

７．前条の目的に関連して行う地方自治体等若手技術者育成プロジェクト 

  支援に関する事業 

８．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

前項の事業は、大阪府内において行うものとする。 

この法人は、一般財団法人大阪地域計画研究所と称する。 

 
この法人は、一般財団法人大阪地域計画研究所と称し、英文では、

Regional Planning Institute Osaka （略称：RPI Osaka） と表記する。 

評議員に対する報酬等 評議員の報酬等 

前項前段の場合において、議長は、評議員会の決議に、評議員と 

して議決に加わることはできない。 
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この法人は、一般財団法人大阪地域計画研究所と称する。 

２４ ２
役員の
選任

修正

５

２５

３ 理事の
職務及

び
権限

修正

４

５

２３ ３
役員の
配置

修正

修正

２９ 報酬等 修正

(３０)
責任の
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追加

6 ３５ ２ 決議 削除

６ ３２ １
理事会
権限

修正

前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

（以下「一般社団・財団法人法」という。）上の代理理事とし、代表理事 

以外の理事のうち、常務理事をもって同法第197条において準用する 

第91条第１項第２号の業務執行理事とする 

 

前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

（以下「一般社団・財団法人法」という。）上の代表理事とし、代表理事 

以外の理事のうち、常務理事をもって同法第197条において準用する 

第91条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から 

選定する。 

 

理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の 

業務を分担執行する。 

理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回 

以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務 

を分担執行する。 

理事長及び常務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、 

自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務 

を行う。 

  ⑴ この法人の業務執行の決定 

⑵ 理事の職務の執行の監督 

⑶ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 

 

 

理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務 

を行う。 

 ⑴ この法人の業務執行の決定 

 ⑵ 理事の職務の執行の監督 

 ⑶ 理事長及び常務理事の選定及び解職 

この法人は、役員の 「一般社団・財団法人法」第１９８条において準用 

される第１１１条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当 

する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める 

最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 

して議決に加わることはできない。 

報酬等 役員の報酬等 

前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として 

議決に加わることはできない。 


